
 

 

 

 

 

 

「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主の 

責務として、動物が人の財産を侵害し、人に迷惑を及ぼすことの

ないように努めなければならないこと、また、猫の所有者は、

室内での飼養に努めなければならないことが規定されています。 

さらに詳しく知りたい方は、 

北海道十勝総合振興局 環境生活課 

TEL 0155-26-9031 

帯広市 都市環境部 環境室 環境課 

TEL 0155-65-4136 

 

おうちが一番♪  


